






































（3）  

「負担水準」とは…個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対
してどの程度まで達しているかを示すもの

次の算式によって求められます。 

負担水準 =
今年度の評価額（×住宅用地特例率（1/3 又は 1/6））

前年度課税標準額 

　平成 9 年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりば
らつきのある負担水準（今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合）
を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について
は、負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土
地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅
を狭めていく仕組みが導入されました。
　これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、令和 2 年度
の商業地等における負担水準は、据置特例の対象となる 60％から70％まで
の範囲（据置ゾーン）内にほぼ収斂するに至りましたが、近年の地価上昇によ
り、令和 5 年度の負担水準は、据置ゾーン内にある土地の割合が低下し、再
びばらついた状態となっています。
　令和 6 年度評価替えに反映される令和 2 年から令和 5 年までの商業地の
地価の状況を見ると、大都市を中心とした地価の上昇と地方における地価
の下落が混在する状況が継続しています。
　このため、令和 6 年度評価替えにおいては、大都市を中心に、地価上昇の
結果、負担水準が下落し据置ゾーンを下回る土地が増加するなど、負担水準
のばらつきが拡大することが見込まれるところであり、まずは、そうした土地
の負担水準を据置ゾーン内に再び収斂させることに優先的に取り組む必要
があります。
　このような状況を踏まえ、税負担の公平性等の観点から、納税者の負担感
に配慮しつつ、段階的に負担水準の均衡化を進めるため、令和 6 年度から令
和 8 年度までの間、土地に係る固定資産税の負担調整の仕組みを継続する
こととされています。

 宅地の税負担の調整措置
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前年度の課税標準額 

負担調整措置のイメージ

今年度の課税標準額 
 

20%

100%

0 

本来の課税標準額Ⓐ

5％ 

前年度課税標準額+Ⓐ×5％
がⒶ×20％を下回る場合は、
Ⓐ×20％が今年度の課税標準額

以下のいずれか低い額が今年度
の課税標準額
① 本来の課税標準額Ⓐ
② 前年度課税標準額+Ⓐ×5％

今年度の本来の課税標準額Ⓐを
100%とした場合に、100%に
達するまでⒶの 5 ％分ずつ税負
担が上昇

 

（住宅用地の場合）
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 宅地の税負担の調整措置
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　固定資産税は、資産の価値に応じて課される財産税であることから、同
じ評価額であれば、同じ税負担となることが原則です。こうした考え方に
基づき、税負担の均衡化が段階的に図られる仕組みとして、負担調整措置
が講じられています。

　右ページは、評価替え後の評価額がいずれも 1,000 万円である 2つの商
業地の事例です。

　商業地Aは、評価替え前の評価額が 1,000 万円、負担水準は 60％、つま
り課税標準額が 1,000 万円 ×60％＝600 万円の土地です。税率を 1.4％と
すると、税額は 8万 4,000 円となります。
　この土地について、3年に一度の評価替えがあり、地価がそのままであっ
たとします。この場合、評価額も負担水準も変わらず、「その年（評価替えの
年）」「2年目」「3年目」ともに税額は 8万 4 千円となります。

　一方、商業地Bは、評価替え前の評価額が 750 万円、負担水準は 60％、つ
まり課税標準額が 750 万円×60％＝450 万円の土地です。
　この土地が評価替えにより、地価が 30％程度上昇し、評価額が 1,000 万
円となったとします。この場合、評価額は、商業地Aと同一の 1,000 万円で
すから、課税の公平性の観点からは、税額も商業地Aと同一になるべきと
ころ、税負担の均衡化が段階的に図られる仕組みとして、負担調整措置が
講じられています。
　具体的には、課税標準額がいきなりAと同じ600万円になるのではなく、
毎年の上昇分の上限が新評価額の 5％とされており、商業地Bの場合、評
価替えの後の課税標準額は、450 万円から毎年 50 万円（1,000 万円の 5％）
ずつ、段階的に上がっていく仕組みになっています。商業地Bの場合、評価
替えの年は税額が 7万円、2年目は 7万 7千円、3年目で 8万 4千円となり、
3年目に、商業地Aと税負担が同一になります。

　なお、商業地Bの地価の上昇割合がもっと高ければ、60％となるのは 4
年目以降になります。逆に、地価の上昇割合がもっと低ければ、3年よりも
短い期間で負担水準が 60％になります。
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負担調整措置による負担水準の均衡化のイメージ

※　商業地Ａ・Ｂとも評価替え前における負担水準が 60% と仮定して計算しています。
※　負担水準とは、評価額に対する税負担の割合をいいます。
※　商業地等の土地については、負担水準が 60％～70％に収まるようになっています。

（商業地等の場合）

評価替え

評価替え

商業地Ａ

商業地Ｂ
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（4） 宅地の税額の求め方
■　商業地等の宅地
①　固定資産税額は、次のとおり求められます。

①　固定資産税額は、次のとおり求められます。

②　ただし、Ⓑ（本来の課税標準額）が以下の額を超える場合には、以下の額が令
　和 8年度の課税標準額となります。

課税標準額　× 税率 ＝ 税額

※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地のことをいいます。
（価格×70%）

課税標準額 × 税率 ＝ 税額
※ 令和 8年度の価格に 1/6 又は 1/3 を乗じた額（以下Ⓑとします。）
200 ㎡以下の小規模住宅用地は 1/6、200 ㎡を超える一般住宅用地は 1/3 となります。

■　住宅用地

②　ただし、令和 8年度の価格（以下Ⓐとします。）と比べて令和 7年度の課税標
準額が以下の場合の土地については、令和 8 年度の課税標準額は次のとおり
となります。

（イ）令和 7 年度課税標準額がⒶの 60％以上 70％以下の場合
令和 7 年度課税標準額と同額に据置きます。→

（ア）令和 7 年度課税標準額がⒶの 70％を超える場合
→ Ⓐの70％

令和 7 年度の課税標準額 ＋ Ⓑ × 5％

令和 7 年度課税標準額がⒶの 60％未満の場合（ウ）
→ 令和 7 年度課税標準額 ＋ Ⓐ × 5 ％ 
（ただし、上記（ウ）により計算した額が、Ⓐの 60％を上回る場合はⒶの 60％、Ⓐの
20％を下回る場合はⒶの 20％が令和 8 年度の課税標準額となります。）

（ただし、上記により計算した額が、Ⓑの 20％を下回る場合は、Ⓑの 20％が令和 8年度の課税
標準額となります。）
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商業地等の宅地 小規模住宅用地 

前年度課税標準額
5 ％

=Ⅰ

↑ 
Ⅰが 0％を上回
る場合は 0％

負担水準（％）

70

100

60

20

0

100

20
0

特例（1/6）
税負担据置 

↑ 
Ⅰが 0％を下
回る場合は 0％

上記②の額がⒷ×20％を
下回る場合は、Ⓑ×20％

↑ 

　

　

　

負担水準（％）

本来の課税標準額Ⓑ

以下のいずれか低い額
①本来の課税標準額Ⓑ
②前年度課税標準額
　＋ Ⓑ ×5％

固
定
資
産
の
価
格（
評
価
額
）

（
地
価
公
示
価
格
等
×
7
割
）Ⓐ

Ⓐ×70％
に引下げ

Ⓐx6
Ⓐx6

+Ⓐx

Ⓐ x 2
Ⓐx2

（4） 宅地の税額の求め方
■　商業地等の宅地
①　固定資産税額は、次のとおり求められます。

①　固定資産税額は、次のとおり求められます。

②　ただし、Ⓑ（本来の課税標準額）が以下の額を超える場合には、以下の額が令
　和 8年度の課税標準額となります。

課税標準額　× 税率 ＝ 税額

※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地のことをいいます。
（価格×70%）

課税標準額 × 税率 ＝ 税額
※ 令和 8年度の価格に 1/6 又は 1/3 を乗じた額（以下Ⓑとします。）
200 ㎡以下の小規模住宅用地は 1/6、200 ㎡を超える一般住宅用地は 1/3 となります。

■　住宅用地

②　ただし、令和 8年度の価格（以下Ⓐとします。）と比べて令和 7年度の課税標
準額が以下の場合の土地については、令和 8 年度の課税標準額は次のとおり
となります。

（イ）令和 7 年度課税標準額がⒶの 60％以上 70％以下の場合
令和 7 年度課税標準額と同額に据置きます。→

（ア）令和 7 年度課税標準額がⒶの 70％を超える場合
→ Ⓐの70％

令和 7 年度の課税標準額 ＋ Ⓑ × 5％

令和 7 年度課税標準額がⒶの 60％未満の場合（ウ）
→ 令和 7 年度課税標準額 ＋ Ⓐ × 5 ％ 
（ただし、上記（ウ）により計算した額が、Ⓐの 60％を上回る場合はⒶの 60％、Ⓐの
20％を下回る場合はⒶの 20％が令和 8 年度の課税標準額となります。）

（ただし、上記により計算した額が、Ⓑの 20％を下回る場合は、Ⓑの 20％が令和 8年度の課税
標準額となります。）
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地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは 

A
Q 　地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではな

いでしょうか。

　土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であって
も、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々
に是正する負担調整措置が講じられています。
　地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額
に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の
課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の
公平の観点からやむを得ないものと考えられます。
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商業地等の宅地

土地A、B、Cの評価額
1，000万円

土地A、B、Cの評価額
900万円

令和7年度 令和8年度

70

100

60 70

60

0 0

100

20

70％に引下げ

地価 10％下落

70％に引下げ

税負担据置

税負担据置

課税標準額

課税標準額
土地Ａ
　 700万円

土地Ｂ
　 550万円

土地B
　 550万円

土地Ａ
　 630万円

土地Ｃ
　 370万円

土地Ｃ
　 415万円

前年度課税標準額　
+評価額x5％

↑ 
A が評価額x20％を下回
る場合は、評価額x20％

↑ 
Aが評価額x60％を上回
る場合は、評価額x60％

=A

土地Ａ　9.8万円　→　8.8万円（▲1.0万円、▲ 10％）
土地Ｂ　7.7万円　→　7.7万円（ ± 0万円、 　 0％）
土地Ｃ　5.2万円　→　5.8万円（ ＋0.6万円、＋ 12％）

商業地等の負担調整措置による税額の算定例

税　額（課税標準額×税率１．４％）
（令和 7 年度） （令和 8 年度）

負担水準
（％）

負担水準
（％）

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは 

A
Q 　地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではな

いでしょうか。

　土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であって
も、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々
に是正する負担調整措置が講じられています。
　地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額
に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の
課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の
公平の観点からやむを得ないものと考えられます。
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（5） 農地に対する課税 
　　農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税（税負担の調整措置な
ど）について、宅地等とは異なる仕組みが採られています（評価方法につい
ては、14ぺ一ジをご覧ください。）。 

　一般農地は農地のうち、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除
いたものです。
　一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措
置が導入されています。

農　地

一般農地

勧告遊休農地

（評　価）  （負担調整）

市街化区域 
農地 

一般の市街化区域農地 

田園住居地域内市
街化区域農地

 三大都市圏の特定市
の市街化区域農地 
 

宅地並評価※3 ・宅地類似方式

宅地並評価※3※4・宅地類似方式

宅地並評価※3 ・農 地 方 式

農地評価※1　　・農 地 方 式

農地評価※2　　・　な 　し

 

（特定市街化区域農地）  

※ 1　農地を農地として利用する場合における売買価格を基準として評価。
※ 2　農地法第 36 条第１項の勧告があった遊休農地（勧告遊休農地）については、一般農地の評価額を限界

収益修正率（0.55）で割り戻して評価。
※ 3　当該市街化区域農地と状況が類似する宅地の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除し

た価額によって評価。
※ 4　田園住居地域内市街化区域農地については、300㎡を超える部分に係る価額が2分の1となるような補正

率を乗じる。

田園住居地域内市
街化区域農地

（注）　農業振興地域に限る。

宅地並評価※3※4・農 地 方 式

■　一般農地 

令和 8 年度の課税標準額＝令和 7 年度課税標準額×負担調整率

 
負担水準  負担調整率 
0.9～
0.8～0.9
0.7～0.8
～0.7

1.025
1.05
1.075
1.10
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■ 市街化区域農地
　市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けた
ものなどを除いたものです。

　なお、生産緑地地区の指定を受けた農地は、原則として一般農地と同様の評
価・課税となります。

＜一般の市街化区域農地＞

＜三大都市圏の特定市の市街化区域農地＞

　一般の市街化区域農地は、一般農地と評価の方法が異なり、また、課
税については、原則として、評価額に3分の１を乗じた額が課税標準額と
なりますが、税負担の調整措置については一般農地と同様（26ページを
ご覧ください。）とされます。

　三大都市圏の特定市※にある市街化区域農地（特定市街化区域農地）
は、原則として、評価額に3分の１を乗じた額が課税標準額となります。
　このほか、特定市街化区域農地の具体的な税額の求め方は、28ページ
のとおりです。
※　「三大都市圏の特定市」とは、東京都特別区、三大都市圏（首都圏、近畿圏、
中部圏）にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備地帯などに所在する
市をいいます。

（5） 農地に対する課税 
　　農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税（税負担の調整措置な
ど）について、宅地等とは異なる仕組みが採られています（評価方法につい
ては、14ぺ一ジをご覧ください。）。 

　一般農地は農地のうち、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除
いたものです。
　一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措
置が導入されています。

農　地

一般農地

勧告遊休農地

（評　価）  （負担調整）

市街化区域 
農地 

一般の市街化区域農地 

田園住居地域内市
街化区域農地

 三大都市圏の特定市
の市街化区域農地 
 

宅地並評価※3 ・宅地類似方式

宅地並評価※3※4・宅地類似方式

宅地並評価※3 ・農 地 方 式

農地評価※1　　・農 地 方 式

農地評価※2　　・　な 　し

 

（特定市街化区域農地）  

※ 1　農地を農地として利用する場合における売買価格を基準として評価。
※ 2　農地法第 36 条第１項の勧告があった遊休農地（勧告遊休農地）については、一般農地の評価額を限界

収益修正率（0.55）で割り戻して評価。
※ 3　当該市街化区域農地と状況が類似する宅地の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除し

た価額によって評価。
※ 4　田園住居地域内市街化区域農地については、300㎡を超える部分に係る価額が2分の1となるような補正

率を乗じる。

田園住居地域内市
街化区域農地

（注）　農業振興地域に限る。

宅地並評価※3※4・農 地 方 式

■　一般農地 

令和 8 年度の課税標準額＝令和 7 年度課税標準額×負担調整率

 
負担水準  負担調整率 
0.9～
0.8～0.9
0.7～0.8
～0.7

1.025
1.05
1.075
1.10
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■ 特定市街化区域農地の税額の求め方
① 固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額※　 × 税率 ＝ 税額

　

②　

　また、新たに特定市街化区域農地となり、課税の適正化措置の対象と
なったものについては、次の式により算出した額が①又は②の額を下回
る場合は、上記①に代わって以下の額が令和 8年度の課税標準額となり
ます。
①’ 課税標準額 ×　税率　＝　税額　

年度 初年度目 2年度目 3年度目 4年度目
率 0.2          0.4          0.6          0.8

（Ⓒ×下記に掲げる率）

（ただし、上記により計算した額が、Ⓒの 20％を下回る場合は、Ⓒの 20％が令和 8年度の課税標準額と
なります。）

※　令和 8年度の価格に 1/3 を乗じた額（以下Ⓒとします。）

　ただし、Ⓒ（本来の課税標準額）が以下の額を超える場合には、以下
の額が令和 8年度の課税標準額となります。
令和 7年度の課税標準額 ＋ 　Ⓒ × 5％
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（6） 宅地・農地以外の土地に対する課税

（ただし、②により算定した額がⒹ×20％×税率を下回る場合は、Ⓓ×20％×税率となります。）

　山林・その他の地目の原則的な評価方法については、14 ページのとおり
です。山林・その他の地目（以下にある宅地並評価のものを除きます。）につ
いては、次の①又は②のうち、いずれか低い額になります。

　ただし、宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街化近郊の山林で、当該
山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、一般の山林の評価方法によっ
て評価することが適当でないと認められるもの（これを「介在山林」といいま
す。）については、当該山林の付近の宅地、農地等の価額に比準してその価額
を求めます。
　この介在山林のうち宅地並評価の土地及びその他の地目のうち宅地並評
価の土地については、商業地等の宅地と同様の税負担の調整措置が適用され
ます。

②（令和 7年度の課税標準額＋Ⓓ×5％）　×　税率　＝　税額
① 令和 8年度の価格（＝本来の課税標準額Ⓓ）　×　税率　＝　税額 

※ 商業地等の宅地に対する税負担の調整措置については 18～21 ページをご覧ください。

■ 特定市街化区域農地の税額の求め方
① 固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額※　 × 税率 ＝ 税額

　

②　

　また、新たに特定市街化区域農地となり、課税の適正化措置の対象と
なったものについては、次の式により算出した額が①又は②の額を下回
る場合は、上記①に代わって以下の額が令和 8年度の課税標準額となり
ます。
①’ 課税標準額 ×　税率　＝　税額　

年度 初年度目 2年度目 3年度目 4年度目
率 0.2          0.4          0.6          0.8

（Ⓒ×下記に掲げる率）

（ただし、上記により計算した額が、Ⓒの 20％を下回る場合は、Ⓒの 20％が令和 8年度の課税標準額と
なります。）

※　令和 8年度の価格に 1/3 を乗じた額（以下Ⓒとします。）

　ただし、Ⓒ（本来の課税標準額）が以下の額を超える場合には、以下
の額が令和 8年度の課税標準額となります。
令和 7年度の課税標準額 ＋ 　Ⓒ × 5％
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（1） 評価のしくみ 
 

　

2 家屋に対する課税 

 
 評点一点当たりの価額評　点　数評　価　額

評　点　数

= × 

再建築費評点数 
需給事情に
よる減点補正率

損耗の状況に
よる減点補正率 × ×

新・増築分の家屋

在来分の家屋

標準評点数 × 補正係数 × 計算単位の
数値

 × 
基準年度の
前年度における
再建築費評点数 ・木造家屋 1.11

・非木造家屋 1.07

再建築費評点
補正率 ※３

　

※ 1　再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合
に必要とされる建築費です。また再建築費評点数の算出方法は、新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に評価が
行われ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区分されています。

※ 2　経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
※ 3　数値は、令和 6年度の評価替えの際に用いられるものです。

　家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格※１を基準とする方法
によって求めることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数
を求め、それに評点一点当たりの価額を乗じて算出します。
　在来分の家屋については、基準年度（3 年ごと）に評価替えが行われます
が、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられるこ
となく前年度の評価額に据置かれます。なお、増改築、または損壊等がある
家屋は、これらを考慮して再評価されます。

評点一点当たりの価額

1 円  設計管理費等による補正率物価水準による補正率
 × ×

必要がある
場合のみ

　⑴経過年数に応ずる減
　点補正率

　①経年減点補正率（原則）

　②積雪・寒冷補正率
　　（該当地区に存在する
　家屋のみ）

　⑵損耗減点補正率
　　（特別な場合のみ）

※２

○木造家屋（都道府県における指定市の率）
　　　　　　1.00、0.95、0.90
○非木造家屋　1.00

○木造家屋　1.05
○非木造家屋　1.10
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※　　平成 30 年度以降新たに課税されるタワーマンション（平成 29 年 4 月 1 日前に売買契約が締結された
住戸を含むものを除く。）について適用されています。

■　高さが60メートルを超える区分所有に係る家屋に対する課税　

（2） 区分所有に係る家屋に対する課税のしくみ

　家屋は、原則として価格（評価額）が課税標準額になりますので、それに
税率を乗じて税額を求めます。

 
■　■　区分所有に係る家屋に対する課税

課税標準額（価格）　×　税率　＝　税額

　区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、区分所有
に係る一棟の家屋を一括して評価した上で、当該家屋の固定資産税額を
算定し、当該税額を各区分所有者の専有部分の床面積割合によって按分
して求めます。

　平成 30 年度以降、高さが 60 メートルを超える区分所有に係る家屋（い
わゆる「タワーマンション」）の居住部分に対して課する固定資産税に
ついては、各区分所有者の専有部分の床面積を、居住部分の所在する階
層ごとの床面積当たりの取引価格の傾向を勘案して補正した上で、当該
家屋の固定資産税額を各区分所有者の補正後の床面積の割合によって按
分して求めます。

〈階層による税負担の差異のイメージ〉

高層階の税額は増加
し、低層階の税額は
減少することになり
ますが、タワーマン
ション１棟全体の固
定資産税総額は変わ
りません。

 

【見直し前】 【見直し後】

高層階の住戸

低層階の住戸

（1） 評価のしくみ 
 

　

2 家屋に対する課税 

 
 評点一点当たりの価額評　点　数評　価　額

評　点　数

= × 

再建築費評点数 
需給事情に
よる減点補正率

損耗の状況に
よる減点補正率 × ×

新・増築分の家屋

在来分の家屋

標準評点数 × 補正係数 × 計算単位の
数値

 × 
基準年度の
前年度における
再建築費評点数 ・木造家屋 1.11

・非木造家屋 1.07

再建築費評点
補正率 ※３

　

※ 1　再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合
に必要とされる建築費です。また再建築費評点数の算出方法は、新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に評価が
行われ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区分されています。

※ 2　経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
※ 3　数値は、令和 6年度の評価替えの際に用いられるものです。

　家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格※１を基準とする方法
によって求めることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数
を求め、それに評点一点当たりの価額を乗じて算出します。
　在来分の家屋については、基準年度（3 年ごと）に評価替えが行われます
が、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられるこ
となく前年度の評価額に据置かれます。なお、増改築、または損壊等がある
家屋は、これらを考慮して再評価されます。

評点一点当たりの価額

1 円  設計管理費等による補正率物価水準による補正率
 × ×

必要がある
場合のみ

　⑴経過年数に応ずる減
　点補正率

　①経年減点補正率（原則）

　②積雪・寒冷補正率
　　（該当地区に存在する
　家屋のみ）

　⑵損耗減点補正率
　　（特別な場合のみ）

※２

○木造家屋（都道府県における指定市の率）
　　　　　　1.00、0.95、0.90
○非木造家屋　1.00

○木造家屋　1.05
○非木造家屋　1.10
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■　減額される範囲 
　減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用い
られている部分（居住部分）だけであり、併用住宅における店舗部分、事務
所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分
の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるも
のは120m2分に相当する部分が減額対象になります。 

■　減額される額 
　上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 

■　減額される期間 
一般住宅分…………………新築

（3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分）

（3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分）

後3年度分 

長期優良住宅分※ …………新築後5年度分 

※　市町村への申告書の提出が要件

（3） 新築住宅に対する減額措置 
　新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されま
　令和 8年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。 

■　適用対象は、次の要件を満たす住宅です。 
　ア　専用住宅や併用住宅であること（なお、併用住宅については、居住部
　　分の割合が 2分の 1以上のものに限られます。） 
　　　※　専用住宅や併用住宅の内容については 16 ぺ一ジをご覧ください。　  

す。

　イ　床面積要件 …… 40 ㎡以上 240 ㎡以下
 ※　特別区の特定都市再生緊急整備地域内の一戸建以外の貸家を除く住宅である場合は、床面積が 50 ㎡以

上 240 ㎡以下が適用対象となります。
※　分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部
分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所
有家屋に準じた方法で判定します。
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新築住宅の軽減例 

なので要件を満たします。

① 減額措置が受けられます。

○　床面積要件 ：50m2  ≦100m2 ≦ 280m2

次のような併用住宅を新築しました。令和 8 年度分の家屋に係る
固定資産税額はいくらになりますか。

② 減額される額 
12,000,000円 × × × × = 52,500円2

1
100
1.4

160
100

○

Q
・ 構造……木造2階建 
・ 建築時期…令和7年7月
・ 床面積…160m2

（居住部分100m2、店舗部分60m2）
・ 令和 8 年度価格12,000,000円
（1m2当たり75,000円）

A

（税率は 1.4％として計算します。）

（居住部分）

12,000,000円 × 

③ 令和8年度分の固定資産税額 
円ー52,500円=115,500円 

100
1.4（ ）

↑ 
168,000

2
1　居住部分割合要件：100 ÷160 ＝ 0.625で、　以上なので要件を満

たします。
　なお、店舗部分の割合が2分の1を超えると、減額措置は受けられま
せん。

※　令和 8年 3月 31 日までに新築された住宅において、適用対象となる床面積要件は、50 ㎡（一戸
建以外の貸家住宅にあっては 40 ㎡）以上 280 ㎡以下となります。

■　減額される範囲 
　減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用い
られている部分（居住部分）だけであり、併用住宅における店舗部分、事務
所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分
の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるも
のは120m2分に相当する部分が減額対象になります。 

■　減額される額 
　上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 

■　減額される期間 
一般住宅分…………………新築

（3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分）

（3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分）

後3年度分 

長期優良住宅分※ …………新築後5年度分 

※　市町村への申告書の提出が要件

（3） 新築住宅に対する減額措置 
　新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されま
　令和 8年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。 

■　適用対象は、次の要件を満たす住宅です。 
　ア　専用住宅や併用住宅であること（なお、併用住宅については、居住部
　　分の割合が 2分の 1以上のものに限られます。） 
　　　※　専用住宅や併用住宅の内容については 16 ぺ一ジをご覧ください。　  

す。

　イ　床面積要件 …… 40 ㎡以上 240 ㎡以下
 ※　特別区の特定都市再生緊急整備地域内の一戸建以外の貸家を除く住宅である場合は、床面積が 50 ㎡以

上 240 ㎡以下が適用対象となります。
※　分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部
分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所
有家屋に準じた方法で判定します。
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（4）その他の減額措置

留意事項！
　令和 8 年度課税分から､ 次の住宅は、減額対象となる期間が終了するの
で 2 分の1の減額がなくなります。

　○　令和 4年 1月 2日から令和 5年 1月 1日までに新築された一般の住宅
　　（3年間）
　○　令和 2年 1月 2日から令和 3年 1月 1日までに新築された 3階建以上
　　の中高層耐火住宅等（5年間）

　住宅については、新築住宅の減額以外にも次のような固定資産税の減
額制度があります。

※　いずれの減額制度も、減額となるのは固定資産税のみです（都市計画税の減額はありま
　せん。）。
※　土地についての減額はありません。
※　いずれの減額制度も、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
※　また、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省
　エネ改修工事の減額は併用して適用を受けることができます。

各減額制度に関する詳しい内容は、
市町村の税務担当窓口におたずね
ください。

耐震改修

バ リ ア
フ リ ー
改　　修

省 エ ネ
改　　修

長期優良
住宅改修
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固定資産税（家屋）が急に高くなったのですが  

　私は、令和 4 年 9 月に一戸建住宅を新築しましたが、令和 8 年度
急に高くなっています。なぜでしょうか。

 

A
Q 分から税額が

Q
家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは 

　

 

A

（※ 新築住宅に対する減額措置については 32～34 ぺ一ジをご覧ください。）

　私のマンションは昭和 46 年に建築されたものですが、年々老朽化
していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょう
か。

　新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定
資産税が課税されることとなった年度から 3年度分（3階建以上の
中高層耐火住宅等については、5年度分）に限り、税額が 2分の１に
減額されます。
　この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったた
めです。

　家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価
替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とさ
れる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過に
よって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点
補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評
価額を超える場合は、前年度の評価額に据置かれるしくみとなっ
ています。
　建築年次の古い家屋の一部については、建築後の建築費の上昇
が続く中、このしくみによって評価額が据置かれてきていること
もあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前か
ら据置かれている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下が
らないといったことがあります。

（※　家屋の評価のしくみについては 30 ぺ一ジをご覧ください。）

（4）その他の減額措置

留意事項！
　令和 8 年度課税分から､ 次の住宅は、減額対象となる期間が終了するの
で 2 分の1の減額がなくなります。

　○　令和 4年 1月 2日から令和 5年 1月 1日までに新築された一般の住宅
　　（3年間）
　○　令和 2年 1月 2日から令和 3年 1月 1日までに新築された 3階建以上
　　の中高層耐火住宅等（5年間）

　住宅については、新築住宅の減額以外にも次のような固定資産税の減
額制度があります。

※　いずれの減額制度も、減額となるのは固定資産税のみです（都市計画税の減額はありま
　せん。）。
※　土地についての減額はありません。
※　いずれの減額制度も、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
※　また、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省
　エネ改修工事の減額は併用して適用を受けることができます。

各減額制度に関する詳しい内容は、
市町村の税務担当窓口におたずね
ください。

耐震改修

バ リ ア
フ リ ー
改　　修

省 エ ネ
改　　修

長期優良
住宅改修
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①　土地　
②　建物（家屋として課税されるもの）
③　無形減価償却資産
④　使用可能期間１年未満の資産
⑤　取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入
されたもの（いわゆる少額償却資産）

⑥　取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して
均等償却するもの（いわゆる一括償却資産）

⑦　自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

①　構築物（広告塔、舗装路面、フェンスなど）
②　機械及び装置（旋盤、ポンプなど）
③　船舶
④　航空機
⑤　車両及び運搬具（貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など）
⑥　工具、器具、備品（測定工具、切削工具、パソコンなど）
⑦　建物附属設備（家屋として課税されるものを除く。）

申告いただく事業者（法人及び個人）

　3 償却資産に対する課税 
　固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応
ずる価値の減少（減価）を考慮して評価します。

　1 月 1 日現在に、後述の償却資産を所有している事業者（会社や個人で工
場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりする
など）は、毎年１月 31 日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税
（償却資産）の申告をしなければなりません。

償却資産とは
　土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産（機械・器具・備品
等）で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による
所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

※　④～⑥の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行ってい
るものや、⑤⑥の場合であっても、貸付け（主要な事業として行われるものを除く。）の用
に供した資産については課税の対象となります。

（1）

（2）

申告の対象となる主な償却資産の例

申告の対象とならない主な資産の例
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ただし、（a）により求めた額が、（取得価額 × ）よりも小さい場合は、
（取得価額× ）により求めた額を価格とします。

　償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率
を乗じて税額を求めます。

■ 前年中に取得された償却資産 

価格（評価額） = ×（1ー ）取得価額 2
減価率

■ 前年より前に取得された償却資産 

価格

課税標準額（価格)　×　税率　＝　税額

（評価額） = ×（1ー減価率）前年度の価格 

……（a）

100
5

償却資産の評価・税額の求め方（3）

5
100

①　土地　
②　建物（家屋として課税されるもの）
③　無形減価償却資産
④　使用可能期間１年未満の資産
⑤　取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入
されたもの（いわゆる少額償却資産）

⑥　取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して
均等償却するもの（いわゆる一括償却資産）

⑦　自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

①　構築物（広告塔、舗装路面、フェンスなど）
②　機械及び装置（旋盤、ポンプなど）
③　船舶
④　航空機
⑤　車両及び運搬具（貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など）
⑥　工具、器具、備品（測定工具、切削工具、パソコンなど）
⑦　建物附属設備（家屋として課税されるものを除く。）

申告いただく事業者（法人及び個人）

　3 償却資産に対する課税 
　固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応
ずる価値の減少（減価）を考慮して評価します。

　1 月 1 日現在に、後述の償却資産を所有している事業者（会社や個人で工
場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりする
など）は、毎年１月 31 日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税
（償却資産）の申告をしなければなりません。

償却資産とは
　土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産（機械・器具・備品
等）で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による
所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

※　④～⑥の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行ってい
るものや、⑤⑥の場合であっても、貸付け（主要な事業として行われるものを除く。）の用
に供した資産については課税の対象となります。

（1）

（2）

申告の対象となる主な償却資産の例

申告の対象とならない主な資産の例
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固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額 ……… 

減 価 率 ……… 原則として耐用年数表（財務省令）に掲げられている
耐用年数に応じて減価率が定められています。

◎ 償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。

国税（法人税・所得税）固定資産税（償却資産）

償 却 計 算 の 期 間 事業年度暦年（賦課期日制度）

減 価 償 却 の 方 法

一般の資産は定率法
※国税の「旧定率法」で使
用する償却率と同じ率を、
固定資産評価基準別表
第15「耐用年数に応ず
る減価率表」に規定 

月割償却半年償却（1/2）

圧 縮 記 帳 の 制 度

制度有り

制度有り

制度無し

制度無し特別償却、割増償却の
制度（租税特別措置法）

増 加 償 却 の 制 度
（所得税、法人税） 制度有り

取得価額の100分の5 備忘価額（１円）

改 良 費 原則区分、一部合算も可区分評価

○建物並びに平成28年4
月1日以後に取得をす
る建物附属設備及び構
築物以外の一般の資産
は、定率法・定額法の
選択制

○定率法を選択した場合
・平成24年4月1日以降に
取得された資産は「定率
法（200％定率法）」を適用

・平成19年4月1日から平
成24年3月31日までに取
得された資産は「定率法
（250％定率法）」を適用
・平成19年3月31日以前に
取得された資産は「旧定
率法」を適用

　償却資産を取得するためにその取得時に通常支出す
べき金額をいい、原則として国税（法人税・所得税）
の取扱いと同様です。

制度有り（注：所得税は
国庫補助金等の総収入金
額不算入制度）

項 目

前年中の新規取得

評価額の最低限度
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各地にある工場・支社の償却資産の申告は

ただし、eLTAXを通じた電子申告であればその手間は不要です。

eLTAXの利用時間

よくあるご質問

eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp

（土日祝日、年末年始12/29～1/3を除く。）
※繁忙期における土日祝日の稼働、24時間運用があります。
※詳しくは、下記eLTAXホームページ内の「運転スケジュール」をご確認ください。

https://eltax.custhelp.com

疑問点がある場合は、eLTAXホームページの
「よくあるご質問」をご覧ください。

8：30～24：00　

申告書の提出は、是非、便利な電子申告をご利用ください！

A

現在稼動していない償却資産の申告は

Q 　現在稼動していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか？

　稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間
中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼動して事業の
用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象
になります。

　償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村に行うことにな
っていますので、各工場、各支社が所在する市町村ごとに、別々に申告
していただくことになります。A

●　複数の市町村に資産が所在している場合でも、一括でそれぞれの市町村分の申告
書を作成・送信することが可能です。
●　また、インターネットを通じて、オフィスやご自宅から簡単に申告できますので、混
み合う窓口に出かける必要が無く、郵送料金もかかりません。
●　さらに、紙の申告書作成よりも手間がかかりません。PCdesk（無料）やeLTAXに
対応した市販の税務・会計ソフトには、申告書への自動入力や自動計算などサポー
ト機能が充実されています。

Q 　全国規模で展開している会社で、各地に工場、支社があります。どこ
の市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか？

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額 ……… 

減 価 率 ……… 原則として耐用年数表（財務省令）に掲げられている
耐用年数に応じて減価率が定められています。

◎ 償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。

国税（法人税・所得税）固定資産税（償却資産）

償 却 計 算 の 期 間 事業年度暦年（賦課期日制度）

減 価 償 却 の 方 法

一般の資産は定率法
※国税の「旧定率法」で使
用する償却率と同じ率を、
固定資産評価基準別表
第15「耐用年数に応ず
る減価率表」に規定 

月割償却半年償却（1/2）

圧 縮 記 帳 の 制 度

制度有り

制度有り

制度無し

制度無し特別償却、割増償却の
制度（租税特別措置法）

増 加 償 却 の 制 度
（所得税、法人税） 制度有り

取得価額の100分の5 備忘価額（１円）

改 良 費 原則区分、一部合算も可区分評価

○建物並びに平成28年4
月1日以後に取得をす
る建物附属設備及び構
築物以外の一般の資産
は、定率法・定額法の
選択制

○定率法を選択した場合
・平成24年4月1日以降に
取得された資産は「定率
法（200％定率法）」を適用

・平成19年4月1日から平
成24年3月31日までに取
得された資産は「定率法
（250％定率法）」を適用
・平成19年3月31日以前に
取得された資産は「旧定
率法」を適用

　償却資産を取得するためにその取得時に通常支出す
べき金額をいい、原則として国税（法人税・所得税）
の取扱いと同様です。

制度有り（注：所得税は
国庫補助金等の総収入金
額不算入制度）

項 目

前年中の新規取得

評価額の最低限度
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震災により滅失・損壊 被災住宅用地の特例

住宅なし

（滅失・損壊した家屋の敷地）

住宅が建設されていな
くても、各年度の賦課
期日において市町村長
が認める場合住宅用地
とみなす。

震災により滅失・損壊 被災代替住宅用地の特例

住宅なし

（被災住宅用地の代替土地）

被災住宅用地は

被災代替住宅用地は

令和9年3月3 1日まで
の間に取得した場合、住
宅の建設がされていなく
ても、土地取得後3年度
分住宅用地とみなす。

　平成24年度分から令和8年度分まで当該敷地を住宅用地とみなし、
住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。A
　東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地（被災住宅用地）につ
いては、平成24年度からの特例はどうなりますか？

※　申告書等詳細については、当該市町村におたずねください。

　当該被災住宅用地の代替土地を令和9年3月31日（当該被災住宅用地
が福島県内に所在していた場合は令和11年3月31日）までの間に取得し
た場合、当該代替土地のうち、被災住宅用地相当分について、取得後3年
度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例
が適用されます。

A
　被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地の代替土地を取得し
た場合、特例はどうなりますか？

4 東日本大震災による被災住宅用地等の特例

Q

Q
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A
Q

A
Q 　東日本大震災により滅失・損壊した家屋（被災家屋）の所有者等が当

該被災家屋に代わる家屋（被災代替家屋）を取得、又は改築した場合の
固定資産税の特例はどうなりますか？

　東日本大震災により滅失・損壊した償却資産（被災償却資産）の所有
者等が当該被災償却資産に代わる償却資産（被災代替償却資産）を取得、
又は改良した場合の固定資産税の特例はどうなりますか？

　令和 9 年 3 月 31 日（当該被災家屋が福島県内に所在していた場合
は令和 11 年 3 月 31 日）までの間に取得し、又は改築した場合には、
当該被災代替家屋に係る税額のうち、当該被災家屋の床面積相当分に
ついて、4年度分 2分の 1、その後 2年度分 3分の 1が減額されます。

震災により滅失・損壊 被災代替家屋の特例

（代替家屋の取得・改築）

被災家屋の床面積相当
分を減額

被災代替家
屋の税額

※被災家屋の床面積を上限

被災家屋の床面積
代替家屋の床面積

震災により滅失・損壊 被災代替償却資産の特例

（代替償却資産の取得・改良）

一定の被災地域（災害救
助法が適用された市町村
の区域）において取得又
は改良した場合

×

被災代替家屋は

被災代替償却資産は

　令和 9年 3月 31 日までの間に、一定の被災地域内において取得又は改
良した場合には、その後 4年度分の課税標準について、価格の 2分の 1と
する特例が適用されます。

震災により滅失・損壊 被災住宅用地の特例

住宅なし

（滅失・損壊した家屋の敷地）

住宅が建設されていな
くても、各年度の賦課
期日において市町村長
が認める場合住宅用地
とみなす。

震災により滅失・損壊 被災代替住宅用地の特例

住宅なし

（被災住宅用地の代替土地）

被災住宅用地は

被災代替住宅用地は

令和9年3月3 1日まで
の間に取得した場合、住
宅の建設がされていなく
ても、土地取得後3年度
分住宅用地とみなす。

　平成24年度分から令和8年度分まで当該敷地を住宅用地とみなし、
住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。A
　東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地（被災住宅用地）につ
いては、平成24年度からの特例はどうなりますか？

※　申告書等詳細については、当該市町村におたずねください。

　当該被災住宅用地の代替土地を令和9年3月31日（当該被災住宅用地
が福島県内に所在していた場合は令和11年3月31日）までの間に取得し
た場合、当該代替土地のうち、被災住宅用地相当分について、取得後3年
度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例
が適用されます。

A
　被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地の代替土地を取得し
た場合、特例はどうなりますか？

4 東日本大震災による被災住宅用地等の特例

Q

Q
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固定資産の価格に係る不服審査について 
■ 制度の概要
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、市町村

す。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価
に設置されている固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができま

基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳
に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります（ただし、
土地の場合は税負担の調整措置※１を講じているため、価格が修正されても税
額に影響がない場合もあります。）。 

【固定資産税の評価における審査申出制度等のフローチャート】 
価格等の決定
（市町村長）

固定資産課税台帳への登録 
（市町村長）

土地価格等縦覧帳簿 
家屋価格等縦覧帳簿 
の作成（市町村長）

土地価格等縦覧帳簿 
家屋価格等縦覧帳簿 
の縦覧 

台帳登録の公示
（市町村長）

審査の決定
（審査委員会）

毎年3月 31日までに決定。ただし、災害その他
特別の事情がある場合においては、4月 1日以
降に決定することができる。

価格決定後直ちに台帳に登録 

（4月以降）納税通知書の送付 
（市町村長）

固定資産評価審査委員会 
への審査の申出 
（※価格のみ）（納税者）

市町村長への審査請求 
（賦課処分又は価格以外
の台帳登録事項）

（納税者）

裁判所への取消の訴え
（納税者）

審査委員会の決定に不服があるときは、そ
の決定があったことを知った日から6か月以内
に決定の取消の訴えを提起することができる。

　ただし、正当な理由がある場合には、それ以
降においても審査の申出ができる。※2

台帳登録後直ちに固定資産課税台帳に登録
すべき固定資産の価格等のすべてを登録し
た旨を公示

申出を受けた日から30日以内に審査決定。 
決定のあった日から10日以内に通知。 

※2 地方税法第 417 条による修正通知の場合は、その通知を受けた日後 3か月を経過する日までの間が、審査申出期
間となります。

※3 審査の決定を行った固定資産評価審査委員会ではなく、当該審査委員会が所属する市町村が被告（代表：固定資産
評価審査委員会）となります。

※3

　毎年4月 1日から 4月 20日又は当該年度
の最初の納期限の日のいずれか遅い日以
後の日までの間。
　ただし、災害その他特別の事情がある場
合においては、4月2日以後の日から、当該
日から 20日を経過した日又は当該年度の
最初の納期限のいずれか遅い日以後の日
までの間を縦覧期間とすることができる。

※１　宅地の税負担の調整措置については18～21ぺ一ジをご覧ください。

　台帳登録の公示の日から納税通知書の交付
を受けた日後 3か月を経過する日までの間。

　納税通知書の交付を受けた日
の翌日から起算して3か月を経過
する日までの間
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各年度ごとの価格と審査申出 

※1 地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが適当でないと市町村長が認める場合など。
※2 　土地について、第二年度、第三年度に地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないと市町村長が
認める場合。なお、土地の価格の修正を受けていない納税者は、本来修正の適用を受けるべきものである
ことを申し出る場合には、審査の申出をすることができます。

■　 　　　 については第二年度、第三年度において、  　　　 については第三年度において、審査申出できません。

基準年度
（令和 6年度）

第二年度
（令和 7年度）

第三年度
（令和 8年度）

基準年度（令和 6年度）の
賦課期日（令和 6年 1 月
1 日）に所在する土地又
は家屋

第二年度において新た
に固定資産税を課税さ
れることとなる土地又
は家屋

第三年度において新た
に固定資産税を課税さ
れることとなる土地又
は家屋

その土地又は家屋の
基準年度の価格

その土地又は家屋
に類似する土地又
は家屋の基準年度
の価格に比準する
価格※1

その土地又は家屋に類似する土
地又は家屋の基準年度の価格に
比準する価格※1

その土地又は家屋に類似する土
地又は家屋の基準年度の価格に
比準する価格※1

その土地又は家屋に類似する土
地又は家屋の基準年度の価格に
比準する価格※1

その土地又は家屋に類似する土
地又は家屋の基準年度の価格に
比準する価格

その土地又は家屋に類似する土
地又は家屋の基準年度の価格に
比準する価格※1

土地の修正価格※2

土地の修正価格※2

土地の修正価格※2

土地の修正価格※2

その土地又は家屋
に類似する土地又
は家屋の基準年度
の価格に比準する
価格

土地の修正価格
※2

据置価格

据置価格

据置価格

据置価格

据置価格

年度の区分
土地及び
家屋の区分

固定資産の価格に係る不服審査について 
■ 制度の概要
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、市町村

す。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価
に設置されている固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができま

基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳
に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります（ただし、
土地の場合は税負担の調整措置※１を講じているため、価格が修正されても税
額に影響がない場合もあります。）。 

【固定資産税の評価における審査申出制度等のフローチャート】 
価格等の決定
（市町村長）

固定資産課税台帳への登録 
（市町村長）

土地価格等縦覧帳簿 
家屋価格等縦覧帳簿 
の作成（市町村長）

土地価格等縦覧帳簿 
家屋価格等縦覧帳簿 
の縦覧 

台帳登録の公示
（市町村長）

審査の決定
（審査委員会）

毎年3月 31日までに決定。ただし、災害その他
特別の事情がある場合においては、4月 1日以
降に決定することができる。

価格決定後直ちに台帳に登録 

（4月以降）納税通知書の送付 
（市町村長）

固定資産評価審査委員会 
への審査の申出 
（※価格のみ）（納税者）

市町村長への審査請求 
（賦課処分又は価格以外
の台帳登録事項）

（納税者）

裁判所への取消の訴え
（納税者）

審査委員会の決定に不服があるときは、そ
の決定があったことを知った日から6か月以内
に決定の取消の訴えを提起することができる。

　ただし、正当な理由がある場合には、それ以
降においても審査の申出ができる。※2

台帳登録後直ちに固定資産課税台帳に登録
すべき固定資産の価格等のすべてを登録し
た旨を公示

申出を受けた日から30日以内に審査決定。 
決定のあった日から10日以内に通知。 

※2 地方税法第 417 条による修正通知の場合は、その通知を受けた日後 3か月を経過する日までの間が、審査申出期
間となります。

※3 審査の決定を行った固定資産評価審査委員会ではなく、当該審査委員会が所属する市町村が被告（代表：固定資産
評価審査委員会）となります。

※3

　毎年4月 1日から 4月 20日又は当該年度
の最初の納期限の日のいずれか遅い日以
後の日までの間。
　ただし、災害その他特別の事情がある場
合においては、4月2日以後の日から、当該
日から 20日を経過した日又は当該年度の
最初の納期限のいずれか遅い日以後の日
までの間を縦覧期間とすることができる。

※１　宅地の税負担の調整措置については18～21ぺ一ジをご覧ください。

　台帳登録の公示の日から納税通知書の交付
を受けた日後 3か月を経過する日までの間。

　納税通知書の交付を受けた日
の翌日から起算して3か月を経過
する日までの間
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固定資産の価格に疑問がある場合は

A

　私は、縦覧帳簿を縦覧しましたが自分の土地、家屋の価格に疑問
があります。どうすればよいでしょうか。Q
　固定資産の価格の内容に疑問がある場合には、市町村の税務担当
窓口におたずねください。
　また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服が
ある場合には、納税通知書の交付を受けた日後 3 か月を経過する
日までの間、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をする
ことができます。

おたずねください

※　固定資産評価審査委員会に対する審査申出制度については42・43
ページをご覧ください。 ）（
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（※ 納税通知書の内容については9ぺ一ジをご覧ください。）

Q

おたずねください

納税通知書の内容に疑問がある場合は

Q 　納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。
どうすればよいでしょうか。

A 　納税通知書の内容に疑問がある場合には、市町村の税務担当窓口
におたずねください。
　また、納税通知書の内容について不服がある場合には、その賦課決
定があったことを知った日（通常、納税通知書の交付を受けた日）の
翌日から起算して3か月を経過する日までの間に、市町村に対して
審査請求をすることができます。
　ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村長に
対する審査請求ではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の
申出となりますので注意してください。

税額について
疑問が…

固定資産の価格に疑問がある場合は

A

　私は、縦覧帳簿を縦覧しましたが自分の土地、家屋の価格に疑問
があります。どうすればよいでしょうか。Q
　固定資産の価格の内容に疑問がある場合には、市町村の税務担当
窓口におたずねください。
　また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服が
ある場合には、納税通知書の交付を受けた日後 3 か月を経過する
日までの間、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をする
ことができます。

おたずねください

※　固定資産評価審査委員会に対する審査申出制度については42・43
ページをご覧ください。 ）（
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試しに計算してみると 
◇ 令和6年度以降の固定資産税の具体的な税負担は例えば次のようになります。

（土地の税負担が、令和 6年度及び令和 7年度はなだらかに上昇、令和 8年度は本
則課税となる例）

1 住宅用地の場合 

○ 土地（家屋の敷地：120m2）
土地のすべてが小規模住宅用地の課税標準の特例（1/6）措置 
の適用を受けます。

令和 5 年度の課税標準額……………………
令和 6 年度の価格…･…………･………… 
令和 7 年度の価格………………………… 
令和 8 年度の価格………………………… 

○ 家屋（平成20年建築、木造2階建（専用住宅）、床面積100m2）
令和 5 年度の価格……………………………
令和 6 年度の価格……………………………

4,500,000円 
33,000,000円 
31,000,000円 
29,000,000円 

4,270,000円 
4,033,000円 

122,780円 123,312円 126,924円 124,124円 

122,700円 123,300円 126,900円 124,100円 

計 

端数処理（100円未満切り捨て）

区 分 令和 5年度 

土 地 分 63,000円 
66,850円 70,462円 67,662円 

（なだらかに上昇）（なだらかに上昇） （本則課税） 

59,780円 56,462円 56,462円 56,462円家 屋 分 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 

○ 令和 5年度から令和 8年度までの税額 

　税率は、固定資産税1.4%（標準税率）とします。課税標準額の端数処理（千円未満
切り捨て）については、以下のぺ一ジでは、計算の便宜上、土地･家屋ごとに行ってい
ますが、実際には各納税者ごとのすべての固定資産（土地 ･家屋 ･償却資産）を合算
した後の額によって行われます。
　なお、どの段階で端数処理を行うかについては52･53ぺ一ジの「税額計算表」を
参考にしてください。
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① 土地分 
○ 実際の税額は次のように計算されます。 

･ 令和8年度分：

･ 令和 5年度分：4,500,000円×1.4%=63,000円 
･ 令和 6年度分： 

4,775,000円 ×  1.4％  ＝ 66,850円 

（2）

･ 令和 7年度分： 

小規模住宅用地

･ 令和 5年度分：4,270,000円×1.4%=59,780円 
･ 令和 6～8年度分： 4,033,000円×1.4%=56,462円 

② 家屋分 

（1）令和7年度の本来の課税標準額（価格×1/6）を算出します。
31,000,000円  ×  1/6  ≒  5,166,666円 

（1）令和6年度の本来の課税標準額（価格×1/6）を算出します。
33,000,000円  ×  1/6  ＝  5,500,000円 

4,500,000円  ＋  5,500,000円  ×  5％ ＝  4,775,000円 

（2）令和6年度の課税標準額に（1）の額（令和7年度の本来の課税標準
額）の5％を加えた額を算出します。
4,775,000円  +  5,166,666円  ×　5％　≒　5,033,333円

5,033,333円　→　5,033,000円 ※（千円未満切り捨て）

（4）令和7年度の固定資産税
5,033,000円 ×  1.4％  ＝ 70,462円

（3）（1）の額と（2）の額を比較し、低い方の（2）の額が令和 7年度の課
税標準額となります。

（1）令和8年度の本来の課税標準額（価格×1/6）を算出します。
29,000,000円  ×  1/6  ≒  4,833,333円

（2）令和7年度の課税標準額に（1）の額（令和8年度の本来の課税標準
額）の5％を加えた額を算出します。
5,033,000円  ＋  4,833,333円  ×  5%  ≒  5,274,666円

（4）令和 8 年度の固定資産税
4,833,000円  ×  1.4 %  ＝  67,662円

（3）（1）の額と（2）の額を比較し、低い方の（1）の額が令和 8年度の課
税標準額となります。

※ 課税標準額の端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した
後の額によって行われます。

4,833,333円　→　4,833,000円 ※（千円未満切り捨て）

当該年度価格×住宅用地特例率（1/6）
前年度課税標準額 

×100（％）

100％ 

20％

0％ 

本来の課税標準額○A

〔  〕上記②の額がⒶ×20%を
下回る場合は、Ⓐ×20%

↑ 

以下のいずれか低い額
　①本来の課税標準額Ⓐ
　②前年度課税標準額
　　＋ Ⓐ×5%

令和 5年度の課税標準額に（1）の額（令和6年度の本来の課税標準
額）の5%を加えた額を算出します。

（3）（1）の額と（2）の額を比較し、低い方の（2）の額が令和6年度の課税
標準額となります。

（4）令和6年度の固定資産税　　　　　　

試しに計算してみると 
◇ 令和6年度以降の固定資産税の具体的な税負担は例えば次のようになります。

（土地の税負担が、令和 6年度及び令和 7年度はなだらかに上昇、令和 8年度は本
則課税となる例）

1 住宅用地の場合 

○ 土地（家屋の敷地：120m2）
土地のすべてが小規模住宅用地の課税標準の特例（1/6）措置 
の適用を受けます。

令和 5 年度の課税標準額……………………
令和 6 年度の価格…･…………･………… 
令和 7 年度の価格………………………… 
令和 8 年度の価格………………………… 

○ 家屋（平成20年建築、木造2階建（専用住宅）、床面積100m2）
令和 5 年度の価格……………………………
令和 6 年度の価格……………………………

4,500,000円 
33,000,000円 
31,000,000円 
29,000,000円 

4,270,000円 
4,033,000円 

122,780円 123,312円 126,924円 124,124円 

122,700円 123,300円 126,900円 124,100円 

計 

端数処理（100円未満切り捨て）

区 分 令和 5年度 

土 地 分 63,000円 
66,850円 70,462円 67,662円 

（なだらかに上昇）（なだらかに上昇） （本則課税） 

59,780円 56,462円 56,462円 56,462円家 屋 分 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 

○ 令和 5年度から令和 8年度までの税額 

　税率は、固定資産税1.4%（標準税率）とします。課税標準額の端数処理（千円未満
切り捨て）については、以下のぺ一ジでは、計算の便宜上、土地･家屋ごとに行ってい
ますが、実際には各納税者ごとのすべての固定資産（土地 ･家屋 ･償却資産）を合算
した後の額によって行われます。
　なお、どの段階で端数処理を行うかについては52･53ぺ一ジの「税額計算表」を
参考にしてください。
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① 土地分 
･ 95,922,000円×1.4%=1,342,908円
 ･ 令和 6年度分 ：

（土地の税負担が令和6年度据置き→令和7・8年度引下げとなる例）

○ 土地（家屋の敷地: m2）
令和 5年度の課税標準額……………
令和 6年度の価格…･…………･…… 
令和 7年度の価格…………………… 
令和 8年度の価格…………………… 

○ 家屋（平成 20 年建築、鉄骨造 2階建（店舗）、床面積 260m2）
令和 5年度の価格……………………
令和 6年度の価格……………………

1,622,810円 1,618,120円 1,495,746円

1,622,800円 1,618,100円 1,559,900円

1,559,992円

1,495,700円

計 

端数処理（100円未満切り捨て）

区 分 令和5年度 

土 地 分 1,342,908円 1,342,908円 1,284,780円 1,220,534円 
（据置き） （引下げ） （引下げ）

279,902円 275,212円 275,212円 275,212円家 屋 分 

令和6年度 令和7年度 令和8年度

○ 令和5年度から令和8年度までの税額 

95,922,000円 
138,000,000円 
131,100,000円 
124,545,000円 

19,993,000円 
19,658,000円 

○ 実際の税額は次のように計算されます。

2 商業地等の宅地の場合 

（2）令和５年度の課税標準額を、令和６年度の価格と比較します。
95,922,000円  /  138,000,000円  ≒  69.5％ 

（4）令和6年度の固定資産税
95,922,000× 1.4％ ＝ 1,342,908円 

（3）（2）の割合が60％以上70％以下となるので、令和６年度の課税標準額は、令和５年度と同額
になります。
95,922,000円 

（1）令和6年度の価格は、138,000,000円  

令和5年度分 ：

160
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商業地等の宅地 
100％ 

当該年度価格 
前年度課税標準額 

×100（％）

70％ 

60％ 

20％ 

0％ 

※　課税標準額の端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後
　の額によって行われます。

② 家屋分 
･ 令和5年度分：19,993,000円 × 1.4% = 279,902円
 ･ 令和6～8年度分：19,658,000円 × 1.4% = 275,212円

･ 令和7年度分：

･ 令和8年度分：
〔  〕

税負担据置

〔A〕が価格 × 60％を上回 
る場合は価格×60％ 

〔  〕〔A〕が価格 × 20％を下回 
る場合は価格×20％ 

〔A〕＝前年度課税標準額
　　　＋ 価格 × 5%

↑ 

↑ 

（1）令和7年度の価格は、
131,100,000円 

（2）令和6年度の課税標準額を、令和7年度の価格と比較します。
95,922,000円  /  131,100,000円  ≒  73.2％ 

（4）令和7年度の固定資産税
91,770,000円× 1.4％ ＝ 1,284,780円 

（3）（2）の割合が70％を上回っているので、令和7年度の課税標準額は、
価格の70％とします。
131,100,000円× 70％ ＝91,770,000円 

（1）令和8年度の価格は、
124,545,000円 

（2）令和7年度の課税標準額を、令和8年度の価格と比較します。
91,770,000円  /  124,545,000円  ≒  73.7％ 

（4）令和8年度の固定資産税
87,181,000円× 1.4％ ＝ 1,220,534円 

（3）（2）の割合が70％を上回っているので、令和8年度の課税標準額は、
価格の70％とします。
124,545,000円× 70％ ＝87,181,500円 
→ 87,181,000円※（千円未満切り捨て）

価格×７０％に
引下げ

① 土地分 
･ 95,922,000円×1.4%=1,342,908円
 ･ 令和 6年度分 ：

（土地の税負担が令和6年度据置き→令和7・8年度引下げとなる例）

○ 土地（家屋の敷地: m2）
令和 5年度の課税標準額……………
令和 6年度の価格…･…………･…… 
令和 7年度の価格…………………… 
令和 8年度の価格…………………… 

○ 家屋（平成 20 年建築、鉄骨造 2階建（店舗）、床面積 260m2）
令和 5年度の価格……………………
令和 6年度の価格……………………

1,622,810円 1,618,120円 1,495,746円

1,622,800円 1,618,100円 1,559,900円

1,559,992円

1,495,700円

計 

端数処理（100円未満切り捨て）

区 分 令和5年度 

土 地 分 1,342,908円 1,342,908円 1,284,780円 1,220,534円 
（据置き） （引下げ） （引下げ）

279,902円 275,212円 275,212円 275,212円家 屋 分 

令和6年度 令和7年度 令和8年度

○ 令和5年度から令和8年度までの税額 

95,922,000円 
138,000,000円 
131,100,000円 
124,545,000円 

19,993,000円 
19,658,000円 

○ 実際の税額は次のように計算されます。

2 商業地等の宅地の場合 

（2）令和５年度の課税標準額を、令和６年度の価格と比較します。
95,922,000円  /  138,000,000円  ≒  69.5％ 

（4）令和6年度の固定資産税
95,922,000× 1.4％ ＝ 1,342,908円 

（3）（2）の割合が60％以上70％以下となるので、令和６年度の課税標準額は、令和５年度と同額
になります。
95,922,000円 

（1）令和6年度の価格は、138,000,000円  

令和5年度分 ：

160
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分譲マンションに係る固定資産税の課税のしくみ 

〔敷地〕
・ 地積 m2

・ 令和 7年度の課税標準額 円 
・ 令和 8年度価格 円 
・ 令和 8年度の課税標準額　38,500,000円
下記①、②のいずれか低い額が令和 8年度の課税標準額となります。
①令和 8年度の本来の課税標準額
　300,000,000円　×　1/6　＝　50,000,000円

②令和 7年度の課税標準額に①×5％分を加えた額
　36,000,000 円＋（50,000,000×5％）＝38,500,000 円

①＞②となっていますので、令和 8年度の課税標準額は、
②の額になります。

◎敷地に係るAの持分の割合1/20

Aは次のような分譲マンション（敷地の所有権付）の一区画を住居
として所有していますが、この場合、Aが納付すべき令和 8年度分の
固定資産税はどのようになりますか。Q

〔家屋〕
・ 構造…耐火構造 5階建（建築時期：令和 3年 10 月、専有部分の数 20 戸）
・ 用途…全て居住用 
・ 床面積…1,500m2〔専有部分…1200m2、共用部分…300m2〕
・ 令和 8年度価格 150,000,000

36,000,000
300,000,000

2,000

円 
・ Aが所有する一区画の専有部分の床面積：60m2

↑ 
小規模住宅用地の特例率 

※なお、38,500,000 円　＞　50,000,000 円　×　20％＝10,000,000 円
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　分譲マンション等の区分所有家屋の敷地の用に供されている
土地（共用土地）については、原則として各区分所有者は、敷地全
体に係る固定資産税額を敷地に対する持分の割合に応じて按分
した額を納付することになります（税率は 1.4％として計算しま
す。）。

2 敷地に係る固定資産税額 

× × = ………………………………… イ

〔Aの固定資産税額〕
1 家屋に係る固定資産税額 
○ 新築住宅の減額措置が受けられます。

     専用住宅 
床面積要件：50m2 ≦  ≦ 280m2

〈減額される額〉
150,000,000円

150,000,000円

38,500,000円 26,950円

79,450円 79,400円

× × × = 円 

A

↓
75m2

60 m2 + 300 m2   ×（ ）1200 m2
60 m2

100
1.4

2
1

20
1

100
1.4

〈Aの家屋に係る固定資産税額〉
（ × × ）̶ 円 = 円…………… ア

3 Aが納付すべき令和 8年度の固定資産税額 
ア + イ  = → （百円未満切り捨て）

1200m2

60m2

（専有部分）

（敷地全体の固定資産税額） （Aの持分割合）（Aの固定資産税額）

（共用部分の持分）

（※　詳しくは、市町村の税務担当窓口におたずねください。）

（※ 32～34ぺ一ジをご覧ください。）

m21200
m260 52,500

52,500 52,500100
1.4

※　令和 8年 3月 31 日までに新築された住宅において、適用対象となる床面積要件は、50 ㎡（一戸建
以外の貸家住宅にあっては 40 ㎡）以上 280 ㎡以下となります。

分譲マンションに係る固定資産税の課税のしくみ 

〔敷地〕
・ 地積 m2

・ 令和 7年度の課税標準額 円 
・ 令和 8年度価格 円 
・ 令和 8年度の課税標準額　38,500,000円
下記①、②のいずれか低い額が令和 8年度の課税標準額となります。
①令和 8年度の本来の課税標準額
　300,000,000円　×　1/6　＝　50,000,000円

②令和 7年度の課税標準額に①×5％分を加えた額
　36,000,000 円＋（50,000,000×5％）＝38,500,000 円

①＞②となっていますので、令和 8年度の課税標準額は、
②の額になります。

◎敷地に係るAの持分の割合1/20

Aは次のような分譲マンション（敷地の所有権付）の一区画を住居
として所有していますが、この場合、Aが納付すべき令和 8年度分の
固定資産税はどのようになりますか。Q

〔家屋〕
・ 構造…耐火構造 5階建（建築時期：令和 3年 10 月、専有部分の数 20 戸）
・ 用途…全て居住用 
・ 床面積…1,500m2〔専有部分…1200m2、共用部分…300m2〕
・ 令和 8年度価格 150,000,000

36,000,000
300,000,000

2,000

円 
・ Aが所有する一区画の専有部分の床面積：60m2

↑ 
小規模住宅用地の特例率 

※なお、38,500,000 円　＞　50,000,000 円　×　20％＝10,000,000 円
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令和 8 年度の宅地の税額計算表

商業地等の宅地（住宅用地以外の宅地）

1 価格等 

2 令和 8年度課税標準額の計算（千円未満は切り捨て）

3 令和 8年度の固定資産税額（100 円未満は切り捨て）
ア～オのいずれかの額（ 円）×税率（ ％） = 円 

（注）１ 税率は市町村の条例で定められている税率によります。
２ 課税標準額の算出は各土地ごとに行いますが、課税標準額及び税額の端数処理に
ついては、実際にはすべての固定資産（土地・家屋・償却資産）を合算した後の額に
よって行われます。

令和 7 年度課税標準額 円 ① 

③ 

③が 70 ％を超える場合

ウの額が②の ％を上回る場合

③が 6 0 ％未満の場合

②の額（ 円）×70

6060

20

％=（ 円）

②の額（ 円）× ％=（ 円）

ウの額が②の20％を下回る場合 ②の額（ 円）× ％=（ 円）

③が60％以上70％以下の場合 ①の額（ 円）

①の額（ 円）+②の額（ 円）
×5％ =（ ,000

,000

,000

,000

,000

,000

円）

ア

イ

ウ

エ

オ

円 ② 令 和 8 年 度 価 格

負 担 水 準
①の額（ 円） 

× ％=（ ％）
②の額（ 円） 

下の空欄に数字を記入
して計算すると税額が
求められます

100
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小規模住宅用地（住宅用地のうち200ｍ２以下の部分）

1 価格等 

2 令和 8年度の課税標準額の計算（千円未満は切り捨て）

3 令和 8年度の固定資産税額（100 円未満は切り捨て）
A、Bのいずれかの額（ 円）×税率（ ％） = 円 

令和 7 年度の課税標準額 円 ① 

（ア）と（イ）のいずれか
低い額

（イ）の額が②×1/6×20%
を下回る場合

(ア) ②の額（　　　　円）×1/6 ＝（　　    ,000 円）

②の額（　　　　円）×1/6 × 20%＝（　　  ,000 円）

(イ) ①の額（　　　　円）+ ②の額（　　　　円）
×1/6×5% ＝（     ,000 円）

A

B

円 ② 令 和 8 年 度 価 格

（注）1 税率は市町村の条例で定められている税率によります。
2 課税標準額の算出は各土地ごとに行いますが、課税標準額及び税額の端数処理に
ついては、実際にはすべての固定資産（土地・家屋・償却資産）を合算した後の額に
よって行われます。

,000

令和 8 年度の宅地の税額計算表

商業地等の宅地（住宅用地以外の宅地）

1 価格等 

2 令和 8年度課税標準額の計算（千円未満は切り捨て）

3 令和 8年度の固定資産税額（100 円未満は切り捨て）
ア～オのいずれかの額（ 円）×税率（ ％） = 円 

（注）１ 税率は市町村の条例で定められている税率によります。
２ 課税標準額の算出は各土地ごとに行いますが、課税標準額及び税額の端数処理に
ついては、実際にはすべての固定資産（土地・家屋・償却資産）を合算した後の額に
よって行われます。

令和 7 年度課税標準額 円 ① 

③ 

③が 70 ％を超える場合

ウの額が②の ％を上回る場合

③が 6 0 ％未満の場合

②の額（ 円）×70

6060

20

％=（ 円）

②の額（ 円）× ％=（ 円）

ウの額が②の20％を下回る場合 ②の額（ 円）× ％=（ 円）

③が60％以上70％以下の場合 ①の額（ 円）

①の額（ 円）+②の額（ 円）
×5％ =（ ,000

,000

,000

,000

,000

,000

円）

ア

イ

ウ

エ

オ

円 ② 令 和 8 年 度 価 格

負 担 水 準
①の額（ 円） 

× ％=（ ％）
②の額（ 円） 

下の空欄に数字を記入
して計算すると税額が
求められます

100
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固定資産税についての情報開示について 
納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を理解していただくことを目的として、縦

覧制度をはじめ固定資産税についての情報開示の制度があります。

■　路線価等の公開（15ぺ一ジをご覧ください。）
　　路線価及び標準宅地の所在が公開されています。

■　縦覧制度 （6ページをご覧ください。）
　　土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。）、家屋価格等
縦覧帳簿（所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。）により、土地又
は家屋の納税者の方が当該市町村内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるよう
になっています。その期間も、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の
日のいずれか遅い日以後の日までの間となっています。
　　なお、市町村によって縦覧場所、縦覧期間が異なりますので、市町村の公報等でご確
認ください。

■　課税明細書の送付制度
　　次の事項を記載した課税明細書の送付が法定化されております。
　　①土地　所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額、軽減税額
　　②家屋　所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額、軽減税額

■　固定資産課税台帳の閲覧制度
　　全ての市町村で、納税義務者やその他の借地･借家人などの求めに応じて、関係
する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができるようになっています。

■　固定資産課税台帳記載事項の証明制度
　　全ての市町村で、納税義務者やその他の借地･借家人などの求めに応じて、関係
する固定資産についての固定資産課税台帳の記載事項の証明書の発行を受けるこ
とができるようになっています。
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① 住宅用地に対する課税標準の特例措置が講じられています。
・ 小規模住宅用地（２００m2以下の住宅用地）価格の３分の１
・ 一般住宅用地（小規模住宅用地以外の住宅用地）価格の３分の２

② 固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措
置を講じています。

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目
的税として課税されるものです。

■ 都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

■ 免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

■ 納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

■ 課税対象となる資産

■ 納税義務者
当該土地又は家屋の所有者です。

■ 税額の計算方法
課税標準額×税率（税率は０.３％を上限として、市町村の条例で定めることとされて

います。）

■ 課税標準額 

（参考）都市計画税のあらまし

１ 交通施設（道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等）
２ 公共空地（公園、緑地、広場、墓園等）
３ 上下水道、電気･ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場 
その他の供給施設又は処理施設等 

固定資産税の課税標準となるべき価格です。

土 地

家 屋

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内※に所在する土
地及び家屋です。
※　このほか、下記の区域に所在する土地及び家屋についても、都市計画税が課税されることがあります。
（１）市街化調整区域のうち、特別の事情がある区域であって条例で定められた区域
（２）都市計画の区域区分が定められていない（線引きが行われていない）都市計画区域であって条例で定

められた区域
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■　縦覧制度 （6ページをご覧ください。）
　　土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。）、家屋価格等
縦覧帳簿（所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。）により、土地又
は家屋の納税者の方が当該市町村内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるよう
になっています。その期間も、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の
日のいずれか遅い日以後の日までの間となっています。
　　なお、市町村によって縦覧場所、縦覧期間が異なりますので、市町村の公報等でご確
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■　課税明細書の送付制度
　　次の事項を記載した課税明細書の送付が法定化されております。
　　①土地　所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額、軽減税額
　　②家屋　所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額、軽減税額

■　固定資産課税台帳の閲覧制度
　　全ての市町村で、納税義務者やその他の借地･借家人などの求めに応じて、関係
する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができるようになっています。

■　固定資産課税台帳記載事項の証明制度
　　全ての市町村で、納税義務者やその他の借地･借家人などの求めに応じて、関係
する固定資産についての固定資産課税台帳の記載事項の証明書の発行を受けるこ
とができるようになっています。
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（参考）土地や建物などにかかる税金には、次のようなものがあります

不動産取得税（土地又は家屋を取得した場合）

相続税（土地や建物などを相続した場合）

贈与税（土地や建物などの贈与を受けた場合）

登録免許税（土地や建物を登記する時）

印紙税（土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成

した時）

取得した時 

固定資産税（土地･家屋及び償却資産）

都市計画税（土地及び家屋）

事業所税（１,０００m2を超える事業所床面積を使用（借
りている時を含む。）して事業を行っている場合…… 
東京都特別区、政令指定都市及び人口３０万人以上の
市等において課税）

持っている時 

不動産所得に  所得税・ 住民税 

権利金 (譲渡所得 ･不動産所得)に 所得税・ 住

民税 

貸した時 

譲渡所得に   所得税 ･    住民税 

売買契約書に  印紙税 
売った時 

………

………

………

国 税

道 府 県 税

市 町 村 税

国 

国 

国 

国 

国 

国 

国 

県 

県 

県 

市 

市 

市 

市 

市 

県 市 

国 

国 

県 市 

56



一般財団法人　資産評価システム研究センター
https://www.recpas.or.jp（ホームページ）
https://www.chikamap.jp（全国地価マップ）
〒104-0061　東京都中央区銀座七丁目16番12号
TEL.03（5404）7781　FAX.03（5404）2631

編集・発行

（参考）土地や建物などにかかる税金には、次のようなものがあります

不動産取得税（土地又は家屋を取得した場合）

相続税（土地や建物などを相続した場合）

贈与税（土地や建物などの贈与を受けた場合）

登録免許税（土地や建物を登記する時）

印紙税（土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成

した時）

取得した時 

固定資産税（土地･家屋及び償却資産）

都市計画税（土地及び家屋）

事業所税（１,０００m2を超える事業所床面積を使用（借
りている時を含む。）して事業を行っている場合…… 
東京都特別区、政令指定都市及び人口３０万人以上の
市等において課税）

持っている時 

不動産所得に  所得税・ 住民税 

権利金 (譲渡所得 ･不動産所得)に 所得税・ 住

民税 

貸した時 

譲渡所得に   所得税 ･    住民税 

売買契約書に  印紙税 
売った時 

………

………

………

国 税

道 府 県 税

市 町 村 税

国 

国 

国 

国 

国 

国 

国 

県 

県 

県 

市 

市 

市 

市 

市 

県 市 

国 

国 

県 市 




